
一 頁 
 

○ 平 成 十 六 年 総 務 省 告 示 第 八 十 八 号 （ 特 性 試 験 の 試 験 方 法 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 新 旧 対 照 表                 （ 傍 線 部 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現     行 
１ 特 性 試 験 の 試 験 方 法 の う ち 、 ス プ リ ア ス 発 射 又 は 不 要 発 射 の 強 度 の 測 定 方

法 に つ い て は 、 別 表 第 一 に 定 め る 方 法 と し 、 当 該 測 定 方 法 以 外 の 試 験 方 法 に

つ い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す

る 規 則 （ 以 下 「 証 明 規 則 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 に 定 め る 無 線 設 備 の 種 別

ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 表 に 定 め る 方 法 と す る 。 

１ 特 性 試 験 の 試 験 方 法 の う ち 、 ス プ リ ア ス 発 射 又 は 不 要 発 射 の 強 度 の 測 定 方

法 に つ い て は 、 別 表 第 一 に 定 め る 方 法 と し 、 当 該 測 定 方 法 以 外 の 試 験 方 法 に

つ い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す

る 規 則 （ 以 下 「 証 明 規 則 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 に 定 め る 無 線 設 備 の 種 別

ご と に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 表 に 定 め る 方 法 と す る 。 

 一 ～ 二 十 七 （ 略 ）  一 ～ 二 十 七 （ 略 ）   

 二 十 八 証 明 規 則 第 二 条 第 一

項 第 十 号 の 二 に 掲 げ る 無 線

設 備 
別 表 第 二 十 五 

別 表 第 七 十 七 

二 十 八 証 明 規 則 第 二 条 第 一

項 第 十 号 に 掲 げ る 無 線 設 備 

別 表 第 二 十 五 

別 表 第 七 十 七 

 

 二 十 九 ～ 百 十 五 （ 略 ）  二 十 九 ～ 百 十 五 （ 略 ）   

２ （ 略 ） ２ （ 略 ） 

  

別表第二十五 証明規則第２条第１項第 10 号の２に掲げる無線設備の試験方

法 

別表第二十五 証明規則第２条第１項第 10 号に掲げる無線設備の試験方法 

 （略）  （略） 

  

 


